
○富山県職員の給与ってどうやって決まっているの？

①民間給与 県職員給与

②国家公務員等の給与を考慮
③標準生計費・物価などを調査

条例提案

○令和７年度の人事委員会勧告ってどうだったの？

○人事委員会勧告の結果どうなったの？

　人事委員会勧告のとおり、月例給、期末・勤勉手当ともに改定を行いました。

　①月例給は、県職員の給与が民間給与を3.13％（11,626円）下回っていたため、若年
　　 層を中心に3.13％の引き上げとされました。

　人事委員会は、毎年県内の民
間事業所（規模100人以上）の従
業員の給与を調査し、県職員の
給与と比較を行っています。それ
に基づき給与勧告が行われてお
り、県民の理解が得られる給与
決定方式として定着しています。

4.66月 4.60月

　②期末・勤勉手当は、県職員の平均支給月数が民間における支給月数を0.06月下
 　　回っていたため、0.05月の引き上げとされました。

富山県職員の給与等の状況について(概要）

議　　決

371,260円382,886円

県議会 県知事

比較

　地方公務員の給与は、地方公務員法により、民間企業の従業員の給与、生計費、国
や他の地方公共団体の職員の給与などを考慮しながら、県議会の審議を経て条例で定
めることとされています。
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